
地
方
税
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
参
照
条
文

目

次

‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥

一

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
四
月
十
七
日
法
律
第
六
十
七
号
）
（
抄
）

一

二

法
人
税
法
（
昭
和
四
十
年
三
月
三
十
一
日
法
律
第
三
十
四
号
）
（
所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
案
に
よ
る
改
正
後
）

‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥

（
抄
）

二

三

ガ
ス
事
業
法
（
昭
和
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
法
律
第
五
十
一
号
）
（
電
気
事
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
平
成
二
十

‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
‥
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‥
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令
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一

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
四
月
十
七
日
法
律
第
六
十
七
号
）
（
抄
）

（
指
定
都
市
の
権
能
）

第
二
百
五
十
二
条
の
十
九

政
令
で
指
定
す
る
人
口
五
十
万
以
上
の
市
（
以
下
「
指
定
都
市
」
と
い
う
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
都
道
府
県
が
法

律
又
は
こ
れ
に
基
づ
く
政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
も
の
の
全
部
又
は
一
部
で
政
令
で
定
め
る
も
の
を
、
政
令
で
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
処
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
～
十
三

略

２

略
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二

法
人
税
法
（
昭
和
四
十
年
三
月
三
十
一
日
法
律
第
三
十
四
号
）
（
所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
案
に
よ
る
改
正
後

）
（
抄
）

（
欠
損
金
の
繰
戻
し
に
よ
る
還
付
）

第
八
十
条

略

２
～
４

略

５

第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
は
、
災
害
（
震
災
、
風
水
害
、
火
災
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
災
害
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ

り
、
内
国
法
人
の
当
該
災
害
の
あ
つ
た
日
か
ら
同
日
以
後
一
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
終
了
す
る
各
事
業
年
度
又
は
当
該
災
害
の
あ
つ
た
日
か
ら
同

日
以
後
六
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
終
了
す
る
中
間
期
間
（
第
七
十
二
条
第
一
項
（
仮
決
算
を
し
た
場
合
の
中
間
申
告
書
の
記
載
事
項
等
）
に
規
定

す
る
期
間
に
係
る
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
中
間
申
告
書
（
以
下
こ
の
項
及
び
第
八
項
に
お
い
て
「
仮
決
算
の
中
間
申
告
書
」
と
い
う
。
）

を
提
出
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
期
間
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
生
じ
た
災
害
損
失
欠
損
金
額
（
事
業
年
度
又
は
中
間
期
間

に
お
い
て
生
じ
た
第
七
十
四
条
第
一
項
第
一
号
（
確
定
申
告
）
又
は
第
七
十
二
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
欠
損
金
額
の
う
ち
、
災
害
に
よ
り
棚
卸
資
産

、
固
定
資
産
又
は
政
令
で
定
め
る
繰
延
資
産
に
つ
い
て
生
じ
た
損
失
の
額
で
政
令
で
定
め
る
も
の
（
仮
決
算
の
中
間
申
告
書
の
提
出
に
よ
り
既
に
還
付
を

受
け
る
べ
き
金
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
つ
た
金
額
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
金
額
を
控
除
し
た
金
額
）
に
達
す
る
ま
で
の
金
額
を
い
う
。
）
が
あ
る
場
合

に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
中
「
当
該
確
定
申
告
書
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
各
事
業
年
度
に
係
る
確
定
申
告
書
又
は
当
該
中
間

期
間
（
第
五
項
に
規
定
す
る
中
間
期
間
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
仮
決
算
の
中
間
申
告
書
（
第
五
項
に
規
定
す
る

仮
決
算
の
中
間
申
告
書
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
、
「
欠
損
金
額
に
係
る
事
業
年
度
」
と
あ
る
の
は
「
災
害
損
失
欠

損
金
額
（
第
五
項
に
規
定
す
る
災
害
損
失
欠
損
金
額
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
事
業
年
度
又
は
中
間
期
間
」
と
、

「
前
一
年
」
と
あ
る
の
は
「
前
一
年
（
当
該
欠
損
事
業
年
度
に
係
る
確
定
申
告
書
又
は
仮
決
算
の
中
間
申
告
書
が
青
色
申
告
書
で
あ
る
場
合
に
は
、
前
二

年
）
」
と
、
「
欠
損
金
額
（
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
還
付
所
得
事
業
年
度
の
所
得
に
対
す
る
法
人
税
の
額
に
つ
き
還
付

を
受
け
る
金
額
の
計
算
の
基
礎
と
す
る
も
の
及
び
」
と
あ
る
の
は
「
災
害
損
失
欠
損
金
額
（
」
と
、
第
三
項
中
「
連
続
し
て
青
色
申
告
書
で
あ
る
」
と
あ

る
の
は
「
連
続
し
て
」
と
、
「
青
色
申
告
書
で
あ
る
確
定
申
告
書
（
期
限
後
申
告
書
を
除
く
。
）
を
そ
の
提
出
期
限
ま
で
に
提
出
し
た
場
合
（
税
務
署
長

に
お
い
て
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
欠
損
事
業
年
度
の
青
色
申
告
書
で
あ
る
確
定
申
告
書
を
そ
の
提
出
期
限
後
に
提
出
し
た
場
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合
を
含
む
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
確
定
申
告
書
を
提
出
し
た
場
合
（
中
間
期
間
に
お
い
て
生
じ
た
災
害
損
失
欠
損
金
額
に
つ
い
て
同
項
の
規
定
の
適
用
を

受
け
る
場
合
に
は
、
当
該
中
間
期
間
に
係
る
仮
決
算
の
中
間
申
告
書
を
提
出
し
た
場
合
）
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

６
～
８

略

（
欠
損
金
の
繰
戻
し
に
よ
る
還
付
）

第
百
四
十
四
条
の
十
三

略

２
～

略

10第
一
項
か
ら
第
八
項
ま
で
の
規
定
は
、
災
害
（
震
災
、
風
水
害
、
火
災
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
災
害
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ

11
り
、
外
国
法
人
の
当
該
災
害
の
あ
つ
た
日
か
ら
同
日
以
後
一
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
終
了
す
る
各
事
業
年
度
又
は
当
該
災
害
の
あ
つ
た
日
か
ら
同

日
以
後
六
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
終
了
す
る
中
間
期
間
（
第
百
四
十
四
条
の
四
第
一
項
（
仮
決
算
を
し
た
場
合
の
中
間
申
告
書
の
記
載
事
項
等
）

に
規
定
す
る
期
間
に
係
る
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
又
は
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
期
間
に
係
る
同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
中
間
申
告
書
（

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
仮
決
算
の
中
間
申
告
書
」
と
い
う
。
）
を
提
出
す
る
場
合
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
期
間
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。

）
に
お
い
て
生
じ
た
災
害
損
失
欠
損
金
額
（
事
業
年
度
又
は
中
間
期
間
に
お
い
て
生
じ
た
第
百
四
十
四
条
の
六
第
一
項
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
若
し
く

は
第
二
項
第
一
号
（
確
定
申
告
）
に
掲
げ
る
欠
損
金
額
又
は
第
百
四
十
四
条
の
四
第
一
項
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
若
し
く
は
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る

欠
損
金
額
の
う
ち
、
災
害
に
よ
り
棚
卸
資
産
、
固
定
資
産
又
は
政
令
で
定
め
る
繰
延
資
産
に
つ
い
て
生
じ
た
損
失
の
額
で
政
令
で
定
め
る
も
の
（
仮
決
算

の
中
間
申
告
書
の
提
出
に
よ
り
既
に
還
付
を
受
け
る
べ
き
金
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
つ
た
金
額
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
金
額
を
控
除
し
た
金
額
）
に
達

す
る
ま
で
の
金
額
を
い
う
。
）
が
あ
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
中
「
当
該
確
定
申
告
書
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
各
事

業
年
度
に
係
る
確
定
申
告
書
又
は
当
該
中
間
期
間
（
第
十
一
項
に
規
定
す
る
中
間
期
間
を
い
う
。
以
下
第
八
項
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
仮
決
算

の
中
間
申
告
書
（
第
十
一
項
に
規
定
す
る
仮
決
算
の
中
間
申
告
書
を
い
う
。
以
下
第
八
項
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
と
、
同
項
第
一
号
中
「
欠
損
金
額

に
係
る
事
業
年
度
」
と
あ
る
の
は
「
災
害
損
失
欠
損
金
額
（
第
十
一
項
に
規
定
す
る
災
害
損
失
欠
損
金
額
を
い
う
。
以
下
第
八
項
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。

）
に
係
る
事
業
年
度
又
は
中
間
期
間
」
と
、
「
前
一
年
」
と
あ
る
の
は
「
前
一
年
（
当
該
欠
損
事
業
年
度
に
係
る
確
定
申
告
書
又
は
仮
決
算
の
中
間
申
告

書
が
青
色
申
告
書
で
あ
る
場
合
に
は
、
前
二
年
）
」
と
、
「
欠
損
金
額
（
第
十
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
還
付
所
得
事
業
年

度
の
同
号
イ
に
掲
げ
る
国
内
源
泉
所
得
に
係
る
所
得
に
対
す
る
法
人
税
の
額
に
つ
き
還
付
を
受
け
る
金
額
の
計
算
の
基
礎
と
す
る
も
の
及
び
」
と
あ
る
の
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は
「
災
害
損
失
欠
損
金
額
（
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
欠
損
金
額
に
係
る
事
業
年
度
」
と
あ
る
の
は
「
災
害
損
失
欠
損
金
額
に
係
る
事
業
年
度
又
は
中
間

期
間
」
と
、
「
前
一
年
」
と
あ
る
の
は
「
前
一
年
（
当
該
欠
損
事
業
年
度
に
係
る
確
定
申
告
書
又
は
仮
決
算
の
中
間
申
告
書
が
青
色
申
告
書
で
あ
る
場
合

に
は
、
前
二
年
）
」
と
、
「
欠
損
金
額
（
第
十
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
還
付
所
得
事
業
年
度
の
同
号
ロ
に
掲
げ
る
国
内
源

泉
所
得
に
係
る
所
得
に
対
す
る
法
人
税
の
額
に
つ
き
還
付
を
受
け
る
金
額
の
計
算
の
基
礎
と
す
る
も
の
及
び
」
と
あ
る
の
は
「
災
害
損
失
欠
損
金
額
（
」

と
、
第
二
項
中
「
当
該
確
定
申
告
書
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
各
事
業
年
度
に
係
る
確
定
申
告
書
又
は
当
該
中
間
期
間
に
係
る
仮
決
算
の
中
間
申
告
書
」
と

、
「
欠
損
金
額
に
係
る
事
業
年
度
」
と
あ
る
の
は
「
災
害
損
失
欠
損
金
額
に
係
る
事
業
年
度
又
は
中
間
期
間
」
と
、
「
前
一
年
」
と
あ
る
の
は
「
前
一
年

（
当
該
欠
損
事
業
年
度
に
係
る
確
定
申
告
書
又
は
仮
決
算
の
中
間
申
告
書
が
青
色
申
告
書
で
あ
る
場
合
に
は
、
前
二
年
）
」
と
、
「
欠
損
金
額
（
第
十
一

項
に
お
い
て
準
用
す
る
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
還
付
所
得
事
業
年
度
の
同
号
に
定
め
る
国
内
源
泉
所
得
に
係
る
所
得
に
対
す
る
法
人
税
の
額
に
つ
き

還
付
を
受
け
る
金
額
の
計
算
の
基
礎
と
す
る
も
の
及
び
」
と
あ
る
の
は
「
災
害
損
失
欠
損
金
額
（
」
と
、
第
六
項
及
び
第
七
項
中
「
連
続
し
て
青
色
申
告

書
で
あ
る
」
と
あ
る
の
は
「
連
続
し
て
」
と
、
「
青
色
申
告
書
で
あ
る
確
定
申
告
書
（
期
限
後
申
告
書
を
除
く
。
）
を
そ
の
提
出
期
限
ま
で
に
提
出
し
た

場
合
（
税
務
署
長
に
お
い
て
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
当
該
欠
損
事
業
年
度
の
青
色
申
告
書
で
あ
る
確
定
申
告
書
を
そ
の
提
出

期
限
後
に
提
出
し
た
場
合
を
含
む
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
確
定
申
告
書
を
提
出
し
た
場
合
（
中
間
期
間
に
お
い
て
生
じ
た
災
害
損
失
欠
損
金
額
に
つ
い
て

第
一
項
（
同
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
場
合
に
は
、
当
該
中
間
期
間
に
係
る
仮
決
算
の
中
間
申
告
書
を
提
出
し
た
場
合
）
」

と
、
第
八
項
中
「
連
続
し
て
青
色
申
告
書
で
あ
る
」
と
あ
る
の
は
「
連
続
し
て
」
と
、
「
青
色
申
告
書
で
あ
る
確
定
申
告
書
（
期
限
後
申
告
書
を
除
く
。

）
を
そ
の
提
出
期
限
ま
で
に
提
出
し
た
場
合
（
税
務
署
長
に
お
い
て
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
当
該
欠
損
事
業
年
度
の
青
色
申

告
書
で
あ
る
確
定
申
告
書
を
そ
の
提
出
期
限
後
に
提
出
し
た
場
合
を
含
む
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
確
定
申
告
書
を
提
出
し
た
場
合
（
中
間
期
間
に
お
い
て

生
じ
た
災
害
損
失
欠
損
金
額
に
つ
い
て
第
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
場
合
に
は
、
当
該
中
間
期
間
に
係
る
仮
決
算
の
中
間
申
告
書
を
提
出
し
た
場
合

）
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

及
び

略
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三

ガ
ス
事
業
法
（
昭
和
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
法
律
第
五
十
一
号
）
（
電
気
事
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
平
成
二
十
七
年
六

月
二
十
四
日
法
律
第
四
十
七
号
）
に
よ
る
改
正
後
）
（
抄
）

（
定
義
）

第
二
条

略

２

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
ガ
ス
小
売
事
業
」
と
は
、
小
売
供
給
を
行
う
事
業
（
一
般
ガ
ス
導
管
事
業
、
特
定
ガ
ス
導
管
事
業
及
び
ガ
ス
製
造
事
業
に
該
当

す
る
部
分
を
除
く
。
）
を
い
う
。

３
～
５

略

６

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
一
般
ガ
ス
導
管
事
業
者
」
と
は
、
第
三
十
五
条
の
許
可
を
受
け
た
者
を
い
う
。

７

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
特
定
ガ
ス
導
管
事
業
」
と
は
、
自
ら
が
維
持
し
、
及
び
運
用
す
る
導
管
に
よ
り
特
定
の
供
給
地
点
に
お
い
て
託
送
供
給
を
行
う

事
業
（
ガ
ス
製
造
事
業
に
該
当
す
る
部
分
及
び
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
導
管
に
よ
り
供
給
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
い
う
。

８

略

９

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
ガ
ス
製
造
事
業
」
と
は
、
自
ら
が
維
持
し
、
及
び
運
用
す
る
液
化
ガ
ス
貯
蔵
設
備
等
を
用
い
て
ガ
ス
を
製
造
す
る
事
業
で
あ
つ

て
、
そ
の
事
業
の
用
に
供
す
る
液
化
ガ
ス
貯
蔵
設
備
が
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
を
い
う
。

～

略
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四

租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案
（
抄
）

附

則

（
所
得
税
の
徴
収
が
行
わ
れ
な
い
災
害
等
の
事
由
に
よ
る
金
銭
の
払
出
し
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条

略

２

施
行
日
前
一
年
以
内
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
実
が
発
生
し
た
こ
と
に
よ
り
、
当
該
各
号
に
定
め
る
利
子
、
収
益
の
分
配
又
は
差
益
に
つ
い
て
所
得
税

法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
三
号
）
第
百
八
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
徴
収
さ
れ
た
所
得
税
の
額
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
事
実
が
新
令
第
二
条
の

二
十
五
の
二
に
規
定
す
る
災
害
等
の
事
由
に
よ
り
発
生
し
た
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
徴
収
さ
れ
た
所
得
税
の
額
が
あ
る
所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
等
の
法
律
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第

号
。
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
租
税
特
別
措
置
法
（
以
下
「

旧
法
」
と
い
う
。
）
第
四
条
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
財
産
形
成
非
課
税
住
宅
貯
蓄
申
告
書
又
は
旧
法
第
四
条
の
三
第
四
項
に
規
定
す
る
財
産
形
成
非
課

税
年
金
貯
蓄
申
告
書
を
提
出
し
た
個
人
は
、
財
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
、
納
税
地
の
所
轄
税
務
署
長
に

対
し
、
当
該
徴
収
さ
れ
た
所
得
税
の
額
の
還
付
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

旧
法
第
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
労
者
財
産
形
成
住
宅
貯
蓄
契
約
又
は
そ
の
履
行
に
つ
き
、
勤
労
者
財
産
形
成
促
進
法
（
昭
和
四
十
六
年
法

律
第
九
十
二
号
）
第
六
条
第
四
項
第
一
号
ロ
若
し
く
は
ハ
、
同
項
第
二
号
ハ
若
し
く
は
ニ
又
は
同
項
第
三
号
ハ
若
し
く
は
ニ
に
定
め
る
要
件
に
該
当
し

な
い
こ
と
と
な
る
事
実

旧
法
第
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
財
産
形
成
住
宅
貯
蓄
に
係
る
同
項
各
号
に
定
め
る
利
子
、
収
益
の
分
配
又
は
差
益

二

旧
法
第
四
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
労
者
財
産
形
成
年
金
貯
蓄
契
約
又
は
そ
の
履
行
に
つ
き
、
勤
労
者
財
産
形
成
促
進
法
第
六
条
第
二
項
第
一

号
ロ
若
し
く
は
ハ
、
同
項
第
二
号
ロ
若
し
く
は
ハ
又
は
同
項
第
三
号
ロ
若
し
く
は
ハ
に
定
め
る
要
件
に
該
当
し
な
い
こ
と
と
な
る
事
実

旧
法
第
四
条

の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
財
産
形
成
年
金
貯
蓄
に
係
る
同
項
各
号
に
定
め
る
利
子
、
収
益
の
分
配
又
は
差
益

３
～
６

略


